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この冊子は2025年5月現在の制度をもとに作成しています。

監修  社会保険労務士法人ティグレ

高額療養費制度のご案内
アイリーア®8mgによる治療を
受けられる患者さんへ

ー主治医/処方医の先生方へのお願いー
この冊子は、「アイリーア®8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL」（PFS製剤）

による治療を受けられる患者さんにお渡しください。



高額療養費制度
高額療養費制度とは医療機関や薬局の窓口で支払った金  額が、暦月（月の初めから終わりまで）で一定額（自己負担額）

を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する、もしくは 事前に申請した「認定証」などを提示すれば、支払額が「自己

負担限度額」までとなり、高額な医療費を一時的に立て替え  る必要がなくなります。
アイリーアⓇ8mgの治療を行っている方は、この制度を活  用できる可能性がありますので、ぜひご一読ください。

マイナンバーカードを健康保険証として利用しない、
かつ、限度額適用認定証がない場合
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医療費の請求
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マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、
または、限度額適用認定証がある場合

患者さん

認定証の申請

認定証の交付
自己負担
限度額まで
の支払い

自己負担限度額
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医療費の支払い
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カードまたは
認定証を提示



住民税非課税世帯、
現役並み所得者のうち
年収約370～約1,160万円の方

一般の方、
現役並み所得者のうち
年収約1,160万円～の方

69歳以下

●マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合は、 「認定証」は不要です。
●マイナンバーカードを利用しない場合は、以下のチャート にしたがって手続きが必要かをご確認いただき、
　事前に交付の申請を行ってください。



69歳以下の方の場合

※ ここでいう「年間所得」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに  株式・長期（短期）譲渡所得金額等の合計額から基礎控除額を控除した額
（ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない。）のことを指します。（いわ  ゆる「旧ただし書き所得」）



現役並み
所得者

70～74歳の方の場合

年収約1,160万円～
健保:標準報酬月額83万円以上
国保:住民税課税所得690万円以上

252,600＋（医療費－842,000）×1%
〈多数回該当:140,100※1〉

167,400＋（医療費－558,000）×1%
〈多数回該当:93,000※1〉

80,100＋（医療費－267,000）×1%
〈多数回該当:44,400※1〉

18,000
［年間上限144,000］

57,600
〈多数回該当44,400※1〉

24,600

15,000

年収約770～約1,160万円
健保:標準報酬月額53～79万円
国保:住民税課税所得380万円以上

年収約370～約770万円
健保:標準報酬月額28～50万円
国保:住民税課税所得145万円以上

一般（年収約156～約370万円）
健保:標準報酬月額26万円以下※2
国保:住民税課税所得145万円未満※2

住民税非課税

住民税非課税（所得が一定以下）

2割

3割

所得区分 月単位の上限額（世帯ごと）（円）負担割合 外来（個人ごと）

8,000



57,600
〈多数回該当44,400※1〉

現役並み所得者

一定以上
所得のある方

一般所得者

  75歳以上の方の場合

年収約1,160万円～
住民税課税所得690万円以上

252,600＋（医療費－842,000）×1%
〈多数回該当:140,100※1〉

167,400＋（医療費－558,000）×1%
〈多数回該当:93,000※1〉

80,100＋（医療費－267,000）×1%
〈多数回該当:44,400※1〉

8,000
24,600

15,000

年収約770～約1,160万円
住民税課税所得380万円以上

年収約370～約770万円
住民税課税所得145万円以上

住民税非課税

住民税非課税（所得が一定以下）

1割

3割

所得区分 月単位の上限額（世帯ごと）（円）負担割合 外来（個人ごと）

18,000
［年間上限144,000］

課税所得28万円以上かつ
「年金収入＋その他の合計
所得金額」200万円以上
（単身世帯の場合。複数世帯
の場合は320万円以上）

※1 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数 回」該当となり、上限額が下がります。
※2 75歳以上の方等（65歳～74歳で一定の障害の状態にあると広域連合 から認定を受けた方を含む）で2割負担の方は、１か月の外来医療の窓口
負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えるという 配慮措置がとられます。（2025年9月30日まで）

2割※2



認定証は、69歳以下の方、70歳以上で住民税非課税の方や
年収約370～約1,160万円の方などが必要となります。

69歳以下

69歳以下

　マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している
医療機関において、マイナンバーカードを健康保険証
として利用する場合を除きます。



アイリーア®8mg（PFS製剤）による治療を受けた場合の 医療費154,190円※1

（薬剤費146,290円、手技料6,000円、検査料1,900円＊）

年収約1,160万円～

年収約770～約1,160万円

年収約370～約770万円

現役並み
所得者

年 齢 医療費負担割合 実際の自己負担額

69歳
以下

70歳
以上

35,400円

18,000円

8,000円

8,000円

10,860円

7,420円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

12,840円

22,840円

46,260円

46,260円

46,260円

46,260円

46,260円

46,260円

46,260円

46,260円

15,420円

15,420円

30,840円

30,840円

2割※2

2割

1割

1割

自己負担額例（PFS製剤）

（75歳以上、一定以上所得のある方を含む）

※2 75歳以上の方等（65歳～74歳で一定の障害の状態にあると広域連 合から認定を受けた方を含む）で2割負担の方は、１か月の外来医療の窓口
負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えるという 配慮措置がとられます。（2025年9月30日まで）

※1 保険点数15,419点×10円。治療の内容により、上記金額に別途加算さ れる場合があります（薬剤費は2025年5月現在）
＊ 眼底三次元画像解析



医療費154,190円の場合
（保険点数15,419点×10円）

患者さん

保険者 医療機関 保険者 医療機関

患者さん

医療費154,190円の場合
（保険点数15,419点×10円）

〈例〉アイリーア®8mg（PFS製剤）・75歳以 上／住民税非課税の場合（1割負担）

自己負担分として
15,420円の
支払い

還付額を減額した
自己負担分として
8,000円の支払い

138,770円の支払い

高額療養費
7,420円の支払い

138,770円の支払い

高額療養費の請求

7,420円の
還付

マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、
または、限度額適用・標準負担額減額認定証がある場合

マイナンバーカードを健康保険証として利用しない、
かつ、限度額適用・標準負担額減額認定証がない場合

マイナンバーカードを健康保険証として利用、
または、限度額適用・標準負担額減額認定証の提出が必要
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